
　市役所本庁舎および市内教育施設の放射線量は、暫

定基準値を下回っているため、グラウンドの使用や健

康に影響のあるレベルではありません。

　　　　　　　　6月22日（水）　天候：晴れ　　　 

　　　　　　　  ＨＯＲＩＢＡ　ＰＡー1000　Ｒａｄｉ

                  ３．８マイクロシーベルト

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

　

※（ ）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）

※民間の幼稚園、保育園は6月22日が初測定です。

         

　潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

　前川あやめ園の除草作業及びゴミ拾いを行います。

また、あやめ1人1鉢運動としてあやめの鉢植えを作

り、自宅に持ち帰り育てます。あやめの苗や土はご用

意いたしますので、皆さんぜひご参加ください。

　　　　　　7月10日（日）※小雨決行

　　　　　　午前9時～10時（市民あやめ園整備事業）

　　　　　　午前10時～11時（市民あやめ1人1鉢運動）

　　　　　　前川あやめ園大会本部前（ろ舟乗り場前）

※服装は長靴などの作業のしやすい服装でご参加くだ

　さい。雨天の場合は当日午前7時に防災無線で態度

　決定をお知らせします。

  潮来市　観光商工課　TEL 63-1111 内線244

　

　潮来市水道水の放射能量は、原子力安全委員会が

定めた基準値を下回っているため、飲料水として

「安全」です。検査結果は、次のとおりです。

　

　　　　　　　5月18日以降　 ：中外テクノス

　　　　　　　放射性ヨウ素  ：300 Bq/kg以下　　

　　　　　　　放射性セシウム：200 Bq/kg以下 

※放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児

  による水道水の摂取を控えることとされます。

　　　　　

  潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

　　　　　　7月29日(金)まで　※平日のみの受入

　　　　　  午前10時～午後4時

　　　　　 「道の駅いたこ」隣の空き地

【解体廃材ごみの種類】　

○瓦・コンクリート・ブロック・大谷石

※コンクリートは多量の場合、受入証明書が必要です。

～証明書が必要～

○木材等(全壊・大規模半壊の世帯に限る)

※断熱材・アスベスト・割れガラス、石膏ボードな

ど、受入できないものもありますので、ご了承ください。

【証明書の発行】

　全壊・大規模半壊の世帯につきましては環境課に

て、特別災害ごみ受入証明書を発行します。

【申請に必要なもの】

　　り災証明書および被害状況が分かる写真

【注意事項】

　・木材は金具を外し、コンクリート類は50㎝以内にし

　　てください。

　・必ず、ごみの種類別に分別してください。

　・事業所からの災害ごみは受け入れできません。

　・現場係員の指示に従って搬入してください。

※7月末までに解体が完了しない方は環境課までご相談

　ください。

　潮来市　環境課　TEL 63-1111 内線251～253 
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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成23年度 第 8 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

採取日

5月 18 日

放射能量 (Bq/kg)
内　容 放射性ヨウ素 放射性セシウム

水道水
( 市上水道 )

(I-131) (CS-137)

不検出 (9.0 Bq/kg 未満 )不検出 (13.0 Bq/kg未満 )

不検出 (9.0 Bq/kg 未満 ) 不検出 (13.0 Bq/kg未満 ) 5 月 23 日

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

5 月 30 日

6 月 6 日

6 月 13 日

6 月 20 日不検出 (0.5 Bq/kg 未満 ) 不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

実施日

測定器

検査機関

暫定規制値

問合せ

潮来市水道水の放射能量測定結果

測定場所
放 射 線 量

潮来第一中学校

潮来第二中学校

日の出中学校

牛堀中学校

潮来小学校

津知小学校

日の出小学校

延方小学校

大生原小学校

徳島小学校

牛堀小学校

延方幼稚園

うしぼり幼稚園

潮来市役所

地上 50cm 地上 1ｍ

0.240

0.113

0.170

0.152

0.123

0.104

0.083

0.126

0.114

0.098

0.106

0.130

0.108

0.150 (▲0.022 )

(▲0.025 )

(▲0.018 )

(▲0.02  )

(　0.003 )

(　0.002 )

(▲0.018 )

(　0.019 )

(　0.006 )

(　0.028 )

(　0.023 )

(▲0.003 )

(▲0.026 )

(　0.006 )

(▲0.028 )

0.219

0.119

0.141

0.142

0.111

0.098

0.081

0.106

0.113

0.111

0.104

0.104

0.136

0.117

0.135 (▲0.015 )

(▲0.017 )

(▲0.008 )

(　0.003 )

(▲0.014 )

(　0.012 )

(▲0.032 )

(　 0    )

(▲0.001 )

(　0.003 )

(　0.018 )

(　0.013 )

潮来保育所 0.115 (▲0.026 )

(▲0.012 ) 

(▲0.018 )

白帆保育園

スサキ保育園

慈母保育園(旧津知幼稚園)

牛堀保育園

かすみ保育園

小羊保育園

日の出保育園

0.122 0.121

0.101 0.102

0.133 0.121

潮来幼稚園 0.126 0.117

0.086 0.094

0.141 0.127

0.125 0.111

0.084 0.081

時　　間

災害ごみ 受入期間の延長

暫定規制値

お知らせ

問合せ

問合せ

場　所

日　時

市民あやめ園整備事業・市民あやめ1人1鉢運動

問合せ

日　　程

場　　所
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災害区分

全　壊

半　壊
(大規模半壊含む )

３５万円

１８万円

２万円

１万円

５２万円

２６万円

国義援金

県義援金（日赤・
共同募金会）

１５万円

７万円

合　計市義援金

潮来市男女共同参画審議会委員　公募

問合せ

支給額 s

申請に必要なもの

見舞金額

支給方法

対象世帯

見舞金額

支給方法

【問合せ】　潮来市 社会福祉課　TEL 63-1111  内線 385、386

【申請先】　市役所　本庁舎 1階　臨時受付窓口

【問合せ】　潮来市 社会福祉課　TEL 63-1111  内線 385、386

【申請先】　市役所　本庁舎 1階　臨時受付窓口

対象世帯

　　被 災 者 生 活 再 建 支 援 制 度

茨 城 県 災 害 見 舞 金 義援金の配分について

応募人数

応募締切

応募方法

東北地方の高速道路無料化にともなう
「被災証明書」の発行について

第38回　花と緑の環境美化コンクール

応募期限

問合せ

対象道路

問合せ

鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会主催
グラウンドゴルフ交流大会

広報いたこ情報版 　8号 平成23年6月26日発行 発行者 潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

対象世帯

問合せ・応募先

問合せ・応募先

問合せ・応募先

応募方法

申請場所

発行期間

受付時間

必要書類

対 象 者

応募資格

応募締切

そ の 他

日　　程

対 象 者

場　　所

時　　間

参 加 費

応募人数

「東日本大震災」被災者の皆さんへ
専門家によるこまりごと相談会

発達に遅れのある子の理解講座

日　　程

場　　所

　東北地方の高速道路が無料化の利用には「り災証明

書」または「被災証明書」の原本の提示が必要になる

ことから、市においても東北地方高速道路用の「被災証

明書」を発行します。 

　すでに、「り災証明書」の交付を受けている方は、

「り災証明書」(原本)が高速道路無料化に使用できます

ので、改めて「被災証明書」を申請する必要はありません。 

　　　　　　平成23年3月11日に発生した東日本大震災

            により潮来市内で被災された方 

　　　　　　本人を確認できる身分証明書

　　　　　 （運転免許証または健康保険証等） 

　　　　　　潮来市役所(1階 り災証明書申請受付窓口) 

　　　　　　6月20日(月)～（土日・祝祭日除く）

　※被災証明書の発行は、当分の間実施する予定です。 

　　　　　　午前9時から午後5時まで

　　　　　  

　○東北自動車道(白河IC以北) ○常磐自動車道(水戸IC以北) 

　○磐越自動車道(全線) 　　　○東北地方の自動車道全線 

※対象区間のICを入口又は出口とする走行が対象です。 

※首都高速など、東北地方のNEXCOと一体で料金を徴収

　されない高速道路は対象外です。 

 　　　　 NEXCO東日本　お客様センター 

　　　　  TEL 0570-024-024（ナビダイヤル・24時間）

　花いっぱい運動ですばらしい成果をあげている地域・

団体・職場・学校を表彰します。

　　　　　　7月4日（月）

　　　　　　市役所農政課にて、お申し込みください。

※応募用紙は大好きいばらき県民会議のホームページか

　らもダウンロードできます。

　潮来市　農政課　TEL 63-1111　内線266

　大好きいばらき県民会議ホームページ

　http://www.daisuki-ibaraki.jp/

　　　　　 7月16日(土) 午前10時30分～午後3時30分

　　　　　 県立鹿島養護学校(会議室および体育館)

　　　　　 午前の部　発達に遅れのある子の理解(講座)

　　       午後の部　ムーブメント教育(実践)

　午後参加の方は、上履き・運動のできる服装。

　一日参加の方は、お弁当をご持参ください。

　　　　　　無料　　　　　　　　　7月8日(金)

　①FAXにて「氏名・性別・電話番号・参加の部」を記入

　　の上、お申し込みください。(電話申し込みも可)

　　　　　　　　　　　

　茨城県立鹿島養護学校　TEL 82-7700  FAX 84-1576 

　　

　市では、男女共同参画審議会を設置し、男女共同参

画に関する調査審議を行っていますが、市政への市民

の参画を進め、皆様の幅広いご意見を市政へ反映させ

るために、当審議会委員を公募します。

　①平成23年4月1日現在の年齢が満20歳以上の潮来市民

　②男女共同参画の推進に関心を持ち、年1～2回程度

　　開催される審議会に出席可能な方

　　　　　　2名以内

　　　　　「男女共同参画社会について」原稿用紙　

　　　　　　800字以内（様式自由）

　　　　　　8月1日（月）必着

　　　　　　委員の委嘱期間は任命日から2年間

           （過去の公募委員の再任不可）

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、
社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建
築士が無料相談に応じます。
　　　　　　7月10日（日）午後1時～5時
　　　　　　（最終受付午後4時30分）
　　　　　　鹿島セントラルホテル新館
　　　　　 （3階　神栖市市民活動支援センター）

　法律や行政、税務、会計、労働、社会保険、不動産
　に関するご相談
　　　　　　無料
　　　　　　事前予約不可。当日の受付順での相談と
　　　　　　なります。
　　　　　　茨城司法書士会　TEL 029-225-0111

　　　　　

　　　　　　

            7月28日(木)　※予備日 29日(金)

            午前9時～午後0時30分(8時30分集合受付)

            北浦第一グラウンド(行方市北浦庁舎隣)

　　　　　　市内在住の60歳以上の方

　　　　　　50名

　　　　　　200円(1名)　当日徴収

　　　　　　7月10日(日)必着

　　　　　　往復はがき(1枚1名)で、下記事項を記入

　　　　　　して、お申し込みください。

　①氏名(ふりがな) ②性別 ③生年月日　④電話番号

　※夫妻の場合は、2名連記可です。

　※返信用はがきには、住所・氏名を明記してくださ

　　い。大会日程をお知らせします。

　 潮来市あやめ1-11-16 百人委員会副委員長

　 石橋仁一　TEL 63-1523

　　　　

　

　

　住宅が「半壊」の被害と判定された世帯

　（アパート・借家に居住する世帯を含む）

※主に生活の拠点としている住家(母屋等)が被災

した場合でなければ対象となりません。

　　　　　　1世帯：30,000円

 

①り災証明書　　　

②預金通帳(世帯主)の写し

　(通帳の1枚目を開いたところの写し)

※銀行名・支店名・預金種目・口座番号・名義　

　の記載があるもの

③印鑑(朱肉をつけて押印する印鑑)

　申請書は茨城県に送付され、同県において申請

の内容の審査を行い、口座に振り込まれます。

※口座への支給は7月以降になります。

　住宅が「全壊」、「大規模半壊」、｢半壊」の被害

　と判定された世帯

　（アパート・借家に居住する世帯を含む）

※市義援金は、潮来市に寄せられた義援金から

支給されます。

　　　　　　

　「被災者生活再建支援制度」、Ā茨城県災害見

舞金」を申請された方の口座に振り込まれます。

　◎住宅が「全壊」または「大規模半壊」と判定された世帯 (アパート・借家に居住する世帯を含む )。

　◎住宅が「大規模半壊」または「半壊」の場合で、そのままにしておくと非常に危険である

　などの理由により、やむをえず住宅を解体した場合には、支援制度上は「全壊」として扱います。

　※解体する場合は，市の職員が住宅を確認に伺いますので，解体前に必ずご連絡ください。

　※解体前に「り災証明」の申請を行ってください。

　※主に、生活の拠点としている住家 (母屋等 )が被災した場合でなければ対象となりません。

　　　

　支援金の支給額は、以下の 2つの支援金の合計額となります。

　※世帯人数が 1人の場合は、4分の 3の金額になります。

■住宅の被害に応じて支給する支援金（基礎支援金）

　【支　援　額】全壊 100 万円、大規模半壊 50 万円

　【申請期間】災害発生日から 13 ヶ月以内（平成 24 年 4 月 10 日まで）

　【必要なもの】り災証明書 (原本 )、住民票 (謄本 )、預金通帳 (世帯主名義で、通帳の 1枚目を

　　　　　　　 開いた箇所 )の写し、印鑑

※解体した場合には次のいずれかが必要となります。

　解体証明書 (市で発行 )または、滅失登記簿謄本 (法務局で発行 )

※市内に居住している方で、住民票が市内にない方は、市内に住んでいることが証明できる書類 (公

　共料金の明細表の写し等 )を添付していただく必要があります。

■住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

　【支　援　額】建設・購入 200 万円、補修 100 万円、賃借 ( 公営住宅を除く )50 万円

　【申請期間】災害発生日から 37 ヶ月以内（平成 26 年 4 月 10 日まで）

　【必要なもの】契約書の写し (住宅の建設・購入、補修、賃借に応じたもの )

※支給は，申請してから口座振込まで 2ヶ月以上かかります。

応募内容

日　　時

場　　所

内　　容

参 加 費

申込方法

問合せ・申込先

申込方法

参 加 費 応募締切

内　　容

持参するもの


